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別紙 
 
 

 宣⾔者は宣⾔の対象範囲に追加の制限を設けない。 
 宣⾔者は対象範囲に追加の制限を設ける。 

（追加の制限を下欄に⽰す） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 宣⾔者は宣⾔の期間について変更しない。 
宣⾔者は宣⾔の期間に以下の変更を加える。 

（終了⽇を下欄に⽰す） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 宣⾔者はその他につき、下記の通り追記する。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

i 商標権および営業秘密は含まない。また、本宣⾔につき、第三者との契約上の制限があるもの、並びに第三
者に対価を⽀払う事が必要なものについては除く。 
ii 本宣⾔にかかわらず、宣⾔者との間に既に取り決めが存在する場合には、かかる取り決めが優先して適⽤さ
れるものとする。 
iii その⼦会社を含む。 

 

 

 

 


